箕面市立障害者自立支援センター（あかつき園及びワークセンターささゆり）

指定管理者募集要項
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箕面市

１　指定管理制度導入の目的

　　箕面市（以下「市」という。）では、箕面市立障害者自立支援センター（あかつき園及びワークセンターささゆり。以下これらを「センター」という。）について、平成１７年４月１日から地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４４条の２第３項の規定に基づく指定管理者制度を導入し、センターの設置目的の達成、サービスの向上、施設の効果的・効率的な管理運営を図ってきました。

　　現在、市では、築４５年を超えて老朽化の著しいあかつき園棟の建替えを含めた再整備事業を行っており、同一敷地内のワークセンターささゆり棟等の運営を継続しながら、令和９年４月に新あかつき園棟を開所し、既存建物の一部撤去等を含めた全ての再整備事業を令和１０年２月に完了する予定です。

このたび、現在の指定期間が令和１０年３月末をもって終了することを踏まえ、引き続きセンターの設置の目的を効果的に達成することのできる指定管理者を募集します。
２　センターの概要

　（１）設置目的

　　　箕面市立障害者自立支援センター条例（平成１８年箕面市条例第４５号。以下「条例」という。）第１条の規定のとおり、障害者の自立を支援し、もって福祉の向上に寄与することを目的としています。

　（２）施設の概要

	①　箕面市立あかつき園（新築後の予定）

	　　所在地：箕面市瀬川三丁目３番２１号

　　構造：鉄筋コンクリート造２階建

　　面積：（敷地）4,904㎡　（建物）1,040㎡　（延面積）1,764㎡

　　施設内容 ：訓練・作業室、多目的室、食堂、浴室、個室等
　　竣工年月日：令和９年２月（予定）

	②　箕面市立ワークセンターささゆり　

	　　所在地：箕面市瀬川三丁目３番２１号

　　構造：鉄筋コンクリート造３階建

　　面積：（敷地）4,904㎡　（建物）1,105㎡　（延面積）2,434㎡

　　施設内容：作業室、訓練室、食堂兼多目的室、厨房、ささゆりホール等

　　竣工年月日：平成５年１０月１日


３　管理の基準

　（１）開館時間（条例第８条）

　　　午前９時から午後５時まで

　　　

　（２）休館日（条例第８条）

　　　①日曜日及び土曜日

　　　②国民の祝日に関する法律（昭和２３年法律第１７８号）に規定する休日
　　　③１２月２９日から１月３日まで

　（３）開館時間及び休館日の変更（条例第８条）

　　　指定管理者が特に必要と認めるときは、あらかじめ箕面市長（以下「市長」という。）の承認を得て開館時間及び休館日を変更することができます。

　（４）災害時等の対応

　　　センターは、箕面市地域防災計画に基づく「福祉避難所」に指定されて

います。

災害時等の初動対応は指定管理者が行います。市・警察・消防等と連携のもと対処してください。

　　　箕面市域内で災害が発生し、又は災害が発生する恐れがある場合において、箕面市地域防災計画の定めるところにより箕面市災害対策本部が設置された場合は、市長の指示に従うとともに、被災者のうち地域の避難所での生活が困難と思われる要援護障害者等の受入れの協力等をおこなってください。

　（５）入館の制限（条例第８条の２）

　　　指定管理者は、条例第８条の２に該当する者に対し、センターへの入館を制限することができます。

　（６）利用定員（条例第１０条）

　　　指定管理者は、利用定員について、あらかじめ市長の承認を得て定める必要があります。

　（７）事業報告書の提出（地方自治法第２４４条の２第７項）

　　　指定管理者は、指定期間の開始後毎年５月末日までに、センターの管理に関する次に掲げる事項を記載した前年度の事業報告書を作成し、市に提出してください。なお、提出された事業報告書は、市ホームページで公開します。
　　　①　業務の実施状況

　　　②　センターの利用状況

　　　③　料金収入の実績、管理経費等の収支状況

　　　④　その他市長が必要と認める事項

　（８）事業計画書等の提出

　　　指定管理者は、指定期間の開始後毎年市が指定する日までに、次年度に予定する事業計画書及び人員体制計画書、施設の維持管理計画を作成し、市に提出してください。なお、提出された事業計画書等は、市ホームページで公開します。
４　業務の範囲（条例第２条・第３条）
　（１）指定管理者の主な業務の範囲は、次の「業務内容表」によるものとします（詳細は、別冊の「業務水準書」を参照してください。）。
【業務内容表】

	業務内容
	具体的な障害福祉サービス等

	①　障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成１７年法律第１２３号。以下「総合支援法」という。）第５条第１項に規定する障害福祉サービス事業のうち市長が必要と認める事業
	・生活介護事業

・就労継続支援B型事業

	②　センターの施設及び設備の維持管理に関すること
	・建築物保守管理業務

・設備保守管理業務

・備品保守管理業務

・清掃業務

・警備業務　　　　　　　　　等

	③　その他市長が定める業務
	・受付、案内、相談、苦情対応業務

・緊急時等の対応業務

・利用者統計等の作成業務

・市、関係団体等との連絡調整業務

・指定管理者の評価の実施　　等


　（２）指定管理者は、（１）に定める業務を行うに当たり必要と認めるときは、あらかじめ市長の承認を得て、業務の一部を委託することができます。

５　指定の期間

　　　令和１０年４月１日から令和２０年３月３１日まで（１０年間）

　　　　※　指定管理者の指定は、箕面市議会（以下「市議会」という。）の議決を経て確定します。

６　指定管理料（委託料）
（１）指定管理期間中に係る１年間の指定管理料（委託料）の上限は、以下の表のとおりとし、指定管理者の提案により決定します。

【指定管理料の上限額表】

	定員区分
	上限額

	５１人～６０人
	７３，８１９，０００円

	６１人～７０人
	９１，３４９，０００円

	７１人～８０人
	１００，２４６，０００円

	８１人～９０人
	１１３，０１８，０００円

	９１人～１００人
	１２２，３９２，０００円


（２）指定管理料の支払条件

①　生活介護の利用契約者の平均障害支援区分が通年で「５．２以上」であること。

②　生活介護の実利用者の平均障害支援区分が月別で「５．１超」であること。

（３）指定管理料の調整

①　指定管理料は、条例第１０条に基づく利用定員に応じ、提案により決定した定員区分の額を協定書に基づき支払う。ただし、一日あたりの平均利用者数が利用定員を下回った場合は、その平均利用者数に応じた定員区分に定める額を支払う。この場合において、定員の増加を行った場合は、定員の変更後６ヶ月間の利用者数は一日あたりの平均利用者数の算定に含めないものとする。

②　利用契約者の平均障害支援区分が通年で「５．２未満」の場合、段階的に指定管理料を減額する。
	平均障害支援区分（通年）
	指定管理料の減額割合

	５．０以上５．２未満
	半額

	５．０未満
	全額


③　実利用者の平均障害支援区分が月別で「５．１以下」の場合、「指定管理料×未達月数／１２」の指定管理料を段階的に減額する。
	平均障害支援区分（月額）
	「指定管理料×未達月数／１２」の減額割合

	５．０以上５．１以下
	半額

	５．０未満
	全額


④　箕面市民以外の利用者が利用した場合は、１年間の箕面市民以外の利用日数割合を指定管理料に乗じて計算し、翌年度の指定管理料から当該金額を除く。（指定管理期間の最終年度は、当該年度の指定管理料で調整し、調整しきれない場合は、指定管理者が市へ返金する。）

⑤　障害支援区分３または４の利用者のうち、生活介護にかかる重度支援加算または喀痰吸引等実施加算の対象者もしくは本人の状態により他の通所先を利用できない場合であらかじめ市が認めた利用者は、定員の１０％を上限として利用できるものとし、平均利用者数の算定は含めるが、平均障害支援区分の算定には含めない。

⑥　指定管理料は、３年毎に、国の報酬改定、賃金構造基本調査、及び障害福祉サービス等経営実態調査、加えて前３年間の収支状況等を勘案し、必要に応じて見直す。
⑦　①から⑥の内容に関し、やむを得ない事情等が生じた場合は、指定管理者は市に協議を申し出ることができるものとする。
７　応募者資格

　　　指定管理者の申込資格は、次に掲げる要件をすべて満たす者とします。

　　　①　法人であること。

②　応募日現在、総合支援法第３６条第１項に規定する指定障害福祉
サービス事業者として、現に総合支援法第５条第１項に規定する
障害福祉サービス事業のうち生活介護（機械浴での入浴支援を含む）
及び就労継続支援Ｂ型を実施している者であること。
③　本市の障害者の状況及び施策を十分に把握している者であること。
８　特別提案制度

　　　市から提示した基本条件のほか、民間のノウハウと自由な発想を活かし、サービスの向上や施設・設備等の充実、コスト削減等に向けた創意工夫にあふれる「特別提案」を受け付けます(特別提案は、選定の際の加算項目となります。)。

　　　なお、特別提案を採用するかどうかは、箕面市と候補者の協議のもと、協定書締結までに決定するものとします。

９　応募制限（欠格事項）

　　　次に該当する法人は、応募者となることができません。

　　　①　会社更生法、民事再生法等による手続き（「法的整理」に限る。）を

行っている法人

　　　②　暴力団・暴力団員が役員等を務める法人

　　　③　地方自治法施行令第１６７条の４の規定により、市から入札の参加

資格を取り消されている法人等（指名停止を含む）

　　　④　労働関係法令に違反し、官公署から摘発・勧告等を受けており、

是正・改善が確認されていない法人

⑤　最近３年間において、所得税又は法人税、消費税及び地方消費税、

府税、市税等を滞納している法人、又は代表者がこれらの税金を

滞納している法人

⑥　地方自治法第２４４条の２第１１項に基づき、本市又は他の地方公

共団体から指定管理者の指定を取り消され、又はその取消しの日から

２年を経過しない法人

⑦　代表者及び役員に破産者及び禁固以上の刑に処せられている者

（執行猶予中の者を含む）がいる法人

１０　経理に関する事項

　　　指定管理者の主な収入は、次に掲げるものとします。

　　　①　障害福祉サービスに係る介護給付費、利用者負担金及び特定費用等
　　　②　市が支払う指定管理委託料

　　　※　利用料金は、あらかじめ市長の承認を得て指定管理者が定めます。

ただし、収支見込書の記入にあたっては、特別提案での収入を除

き、別添『資料集』に記載の現行の利用料金で、予定収入を見込んで

ください。

１１　指定管理者として遵守すべき事項

　（１）事業者の指定等

　　　指定管理者は、指定期間の開始までに、総合支援法に基づく事業者の指定、事業の開始届出等の手続きを完了してください（※手続きを進めるに当たり、市と事前に協議してください。）。

　（２）個人情報の取り扱い（条例第１１条）

　　　指定管理者は、センターの管理運営をするに際して知り得た個人情報の漏えい、滅失又はき損の防止その他知り得た個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければなりません。

　　　センターの業務に従事している者又は従事していた者は、その業務に関して知り得た個人の秘密を漏らしてはなりません。漏らした場合は、個人情報の保護に関する法律（平成１５年法律第５７号）に規定されている罰則が適用されます。

　（３）情報公開等

　　　指定管理者は、センターの管理運営に係る文書等を適正に管理し、指定期間の終了に際しては、市又は市が指定する者に対して保管文書等を引き継いでください。

指定管理者は、箕面市情報公開条例（平成１７年箕面市条例第２号）の趣旨を踏まえ、センターの管理運営に関する情報の公開に努めてください。

　　　センターの管理運営に関する文書で、市に提出されたものは市の行政文書として開示請求の対象となります。市が保有していないものについても箕面市情報公開条例第２４条に基づき、市が当該情報の提供を求めたときは指定管理者はこれに応じなければなりません。

　（４）関係法令の遵守

　　　センターの管理を行うにあたっては、以下の法令等の規定を遵守してく

ださい。

　　　①　地方自治法ほか行政関連法規

　　　②　労働基準法、労働安全衛生法ほか労働管理関係法規

　　　③　消防法、電気事業法ほか施設管理関係法規

　　　④　総合支援法ほか障害福祉関係法規
⑤　障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律

　　　⑥　障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律

　　　⑦　箕面市立障害者自立支援センター条例
　　　⑧　個人情報の保護に関する法律

　　　⑨　箕面市情報公開条例

⑩　国等による障害者就労施設等からの物品等の調達の推進等に関する

法律

⑪　箕面市障害者情報コミュニケーション促進条例及び箕面市手話言語

条例

　　　⑫　その他関連法規、通知、要領等

　（５）障害者の法定雇用率達成への取り組み

　　　障害者の雇用の促進等に関する法律（昭和３５年法律第１２３号）では、事業主に対し、法定雇用率を達成する義務を課しています。指定管理者は、同法の趣旨を踏まえ、誠実に履行してください。

　（６）職員研修等の実施

　　　指定管理者は、センターの管理業務に関し、業務に従事する者が人権問題、個人情報保護、障害者福祉、障害者虐待防止等について正しい認識をもって業務を遂行できるよう、研修等を行ってください。

　（７）施設賠償責任保険等の加入

　　　指定管理者は、センターの施設、附属設備等及び第三者の身体又は財物に対する施設賠償責任保険等に加入してください。

（８）施設施工等への協力

現在、市において実施している「あかつき園再整備事業」について、効率的・効果的な施設が建設できるよう、施工等にかかる意見聴取等に協力してください。施工協力等の指定管理期間外にかかる経費は、指定管理者の負担とします。
　（９）業務の引継ぎ

　　　現にセンターを利用している利用者の継続利用を確保することを基本とします。

指定管理者は、センターの管理運営の開始までに現指定管理者から業務の引継ぎを受けるとともに、指定期間の終了に際しては、市又は市が指定する者に対し、誠実に本業務の引継ぎを行ってください。

なお、現指定管理者との引継ぎに要する費用については、指定管理者の負担とします。

１２　リスク分担

　　指定期間中の指定管理者と市のリスク分担の基本的な考え方は、次の「リスク分担表」のとおりです。なお、詳細は協定の締結を行う際に定めます。

【リスク分担表】

	項目
	指定管理者
	市

	必要な資金の確保
	○
	

	管理業務開始前及び業務終了後の引継ぎに関する費用
	○
	

	事業の運営・維持管理業務に影響のある法令等の変更に係る費用
	協議事項

	協定締結後の物価・人件費の変動
	○
	

	大幅または急激な価格変動の影響により、管理運営に支障が生じるおそれがある場合
	協議事項

（ただし、指定管理開始時に見込んだ物価・人件費の上昇が1.5%を超える額）

	施設競合、需要変動により管理運営に支障が生じた場合
	○
	

	施設設置者の責任による事業の中止・遅延
	
	○

	指定管理者の責任による事業の中止・遅延
	○
	

	不可抗力による事業の中止・遅延

（原則として、休業補償は行いません。）
	協議事項

	指定管理者の事業放棄・破綻
	○
	

	施設の大規模な改修・修理

（指定管理者の故意又は過失によるものを除く。）
	
	○

	指定管理者の故意又は過失により破損した施設及び貸与物品の修繕等費用
	○
	

	運営・維持管理において第三者に損害を与えた場合

（管理瑕疵）
	○
	

	施設の構造上等の不備において第三者に損害を与えた場合（設置瑕疵）
	
	○

	施設の管理上の瑕疵による火災等の事故
	○
	


１３　応募に関すること

　（１）募集要項等の配布

配布期間：令和８年３月１７日（火）から４月１日（水）まで

（土曜日、日曜日、祝日を除く）

配布時間：午前９時から午後５時まで

配布場所：箕面市健康福祉部障害福祉室（令和８年４月１日からは箕面市福祉部障害福祉課。以下同様。）

（箕面市立総合保健福祉センター内）

配布書類：

・ 箕面市立障害者自立支援センター（あかつき園及びワークセンターささゆり）指定管理者募集要項

・ 箕面市立障害者自立支援センター（あかつき園及びワークセンターささゆり）指定管理者業務水準書

・ 箕面市立障害者自立支援センター（あかつき園及びワークセンターささゆり）指定管理者応募申込に係る様式集

・ 箕面市立障害者自立支援センター（あかつき園及びワークセンターささゆり）指定管理者募集要項資料集

なお、配布書類は市のホームページからもダウンロードできます。

※　ただし、資料集についてはダウンロードできませんので上記配布

場所で入手してください。

　（２）現地視察の開催

　　　必要に応じ、現地視察を行います。

視察を希望される場合は、現地視察参加申込書（様式３０）に、必要事項を記載の上、３月２６日（木）午後５時までに障害福祉室宛メール（syougaifukushi@maple.city.minoh.lg.jp）で申し込むとともに、その旨を電話で連絡してください。
　（３）質問の受付

　　　受付期間：　令和８年３月１７日（火）午前９時から４月１日（水）午後５時までの間

　　　質問方法：　指定管理者応募申込に関する質問票（様式３１）を、箕面市健康福祉部障害福祉室までメール
　　　　　　　　　（syougaifukushi@maple.city.minoh.lg.jp）で送付するとともに、その旨を電話で連絡してください。
（４）質問の回答

　受け付けた質問の回答は、随時、箕面市健康福祉部障害福祉室のホームページに掲載する予定です（ただし、ホームページに掲載することが適当でないと判断した場合は、質問を提出した法人のみに回答を送付することがあります。）。

　（５）応募書類の受付

　　　期間：　令和８年４月１０日（金）から４月１６日（木）まで
　　　時間：　午前９時から午後５時まで

　　　場所：　箕面市健康福祉部障害福祉室

（箕面市立総合保健福祉センター内）

　　　　※　次の「（６）応募書類」を持参してください。郵送された書類は受

付いたしません。

　　　　※　応募書類の受付時に質問は受け付けません。

　（６）応募書類

　　応募にあたっては、次の書類等を必要部数提出してください。

　　①様式１から様式２８まで　⇒Ａ４版で、正１部・写９部（ただし、応募書類の全部または一部についてPDFデータ（１データにまとめたもの）での提出を希望する場合は、CD-Rで提出することとし、その場合は、写９部のうち４部の提出を省略できます。）
　　②様式２９　　　　　　　　⇒１部

　　②様式３０　　　　　　　　⇒（希望する場合のみ）メールで１部

　　③様式３１　　　　　　　　⇒（必要な場合のみ）メールで１部

　　④審査結果通知用封筒　　　⇒１通
※　審査結果通知用封筒については、定型封筒に審査結果通知の送付先を明記し、簡易書留郵便相当の切手を必ず貼付してください。

様式１：箕面市立障害者自立支援センター（あかつき園及びワークセンタ　ーささゆり）指定管理者応募申込書
※添付書類（下記のアからクまで）
ア　規約、定款、寄附行為、その他これらに類する書類
イ　法人の役員名簿
ウ　登記事項証明書（提出日において発行の日から３ヶ月以内のもの）
エ　法務局が発行した代表者の印鑑証明書（提出日において発行の日か
ら３ヶ月以内のもの）
オ　法人の、令和７年度の収支予算書及び事業計画書
カ　法人の、過去３年間（令和４年度～令和６年度）の収支決算書及び事業報告書又はこれらに類する書類（経営実績が３ヵ年に満たない法人にあっては、管理に係る業務を安定して行う経営能力を明らかにする書類）
キ　法人の、過去３年間の法人税、消費税及び地方消費税に係る納税証
明書

ク　応募者資格に係る各法令に基づき事業者の指定を受けた指定通知書
の写し
様式２：誓約書

様式３：法人の概要

様式４：自己資本比率の状況

様式５：流動比率の状況

様式６：過去３ヶ年の決算状況（赤字の有無）

様式７：キャッシュフローの状況

様式８：固定長期適合率の状況

様式９：有利負債月商比率の状況

様式１０：売上高経常利益率の状況
様式１１：応募者の所在地

様式１２：市との災害時応援協定等の締結による地域貢献の実績

様式１３：事業者の同種・類似業務の実績（過去５年間）

様式１４：配置予定従事者の業務実績及び国家資格等並びに専門知識

様式１５：研修体制

様式１６：適正な履行確認のための業務体制

様式１７：品質保証等への取組

様式１８：苦情処理体制

様式１９：就職困難者の雇用予定数

様式２０：障害者雇用率（令和７年６月１日現在）

様式２１：障害者の就労に係る支援体制

様式２２：保護観察対象者等の雇用

様式２３：地域活動への取組

様式２４：災害時等における業務体制

様式２５：障害者虐待防止への取組

様式２６：人権研修の実施状況

様式２７：個人情報保護に関する取組

様式２８：特別提案書

様式２９：委託料提案書（収支見込書含む）

様式３０：現地視察参加申込書

様式３１：質問書

　（７）応募書類の提出にあたっての留意事項

　　　・応募書類の受付時に質問は受け付けません。

　　　・提出期限を過ぎた提出書類等は一切受け付けません。

　　　・応募書類は、これを書き換え、又は撤回することはできません。

　　　・応募書類は、理由を問わず返却しません。

　　　・応募書類に不備があった場合は、審査の対象とならないことがありま

す。

　　　・応募書類に虚偽の記載があった場合は、失格とします。

　　　・応募書類の提出後、申込みを取り下げる場合は、速やかに書面にて申し出てください。

　　　・応募に関して必要となる経費は、応募者の負担とします。

・応募書類は、箕面市情報公開条例に基づく行政文書の開示請求の対象となります。

　　　・応募書類の著作権は応募者に帰属します。ただし、審査結果の公表など市が必要と認める場合には、応募書類の内容を市が公表できるものとします。

　（８）特許権等

　　　応募書類等の内容に含まれている特許権、意匠権等日本国の法令に基づいて保護される第三者の権利の対象となっている事業手法、維持管理手法等を用いた結果により生じた事象に係る責任は、全て応募者が負うものとします。

１４　審査に係る事項

　（１）選定方針

　　　センターの指定管理者候補者は、「箕面市立障害者自立支援センター（あかつき園・ワークセンターささゆり）指定管理者候補者選定会議」（以下「選定会議」という。）において、条例第４条第４項に基づき、センターの設置の目的を最も効果的に達成することができると認められる者を選定します。

　（２）選定基準

　　　指定管理者候補者の選定にあたっては、下記の評価基準に基づき評価します。

　　①　提案金額に関する評価

　　②　法人そのもの・施設管理共通事項に関する評価

・法人そのものに関する事項

　　　・施設管理共通事項に関する事項など

　　③　提案内容に関する評価

　　　・事業計画に関すること（施設の維持管理方針・管理運営方針、事業計

画、人員配置計画、施設利用促進策等）

　　　・事業の理解度や意欲に関すること。

　　　・施設の特性を活かした事業提案

　　　・特別提案　など

　（３）審査の方法

選定会議において、提出された応募書類等について（２）の選定基準に基づいて下記の審査を行い、指定管理者候補者及び次点者を選定します。

※選定会議は、原則非公開です。

※申込者が１法人であっても選定会議で審査し、指定管理者としての適否を判断します。

①書類審査
　　　提出された応募書類の審査を、上記（２）の選定基準に基づき行います。

②プレゼンテーション審査
プレゼンテーションを実施し、選定会議のヒアリングを受けていただきます。なお、詳細については、応募受付後に通知します。

※各法人４名までの参加とします。事業提案の説明は、法人を代表して説明や意見を述べられるかたが行ってください。

　（４）協定の締結

　　　選定された指定管理者候補者は、市と協議を行った上で協定書を締結します。この協定書は箕面市議会の議決を得て、効力を生ずるものとします（市議会の議決は、令和８年第２回定例会を予定しています。）。

市議会の議決を得られなかった場合、協定書の効力は発生しません。また、指定管理者候補者の損害に対して、市は一切その責を負いません。

１５　その他

　（１）指定の取消し等

　　　①　条例第７条に該当する場合は、指定管理者の指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じます。この場合、指定管理者の損害に対して、市は一切その責を負いません。また、市に生じた損害は指定管理者が賠償するものとします。

　　　②　指定管理者の指定の議決後から指定管理開始までの間に、９に記載の失格要件に該当することが判明した場合や、資金事情の悪化等により、業務の履行が確実でないと認められるとき等、指定管理者となるのが不可能又は著しく不適当と認められる事情が生じた場合は、市議会の議決を経て指定管理者として指定した後においても、指定管理者の指定を取り消すことがあります。この場合、指定管理者の損害に対して、市は一切その責任を負いません。また、市に生じた損害は、指定管理者が賠償するものとします。
　（２）協定書の解釈に疑義が生じた場合等の措置

　　　協定書の解釈に疑義が生じた場合や協定書に定めのない事項が生じた場合には、市と指定管理者は誠意を持って協議するものとします。

　（３）目的外使用許可に係る取扱いについて

　　　センターの敷地内において、地方自治法第２３８条の４第７項に基づき市が行う目的外使用許可に係る取扱いについては、指定管理者は市長の指示に従うものとします。


【問い合わせ先】


  担当：箕面市健康福祉部障害福祉室


（令和８年４月１日からは箕面市福祉部障害福祉課）


  住所：〒562-0014　箕面市萱野五丁目８番１号


  TEL：０７２（７２７）９５０６


  FAX：０７２（７２７）３５３９


  ｱﾄﾞﾚｽ：syougaifukushi@maple.city.minoh.lg.jp
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